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１．賃金の概要

働いた代わりにもらうものは何か？

給料・給与
アルバイト料

賃金

労働者・使用人などに対して、
雇い主が支払う報酬。俸給

貴重な労働力の代価・対価

昔、天皇や領主が官職や家臣に対
して金品を下し与えることから来
る表現である。

※労使対等が基本原則

同
じ



賃金とは？⇒労働力（商品）の価格である！

賃金がもたらす関係性（１）

労働者 使用者（企業）労働契約
（売り手） （買い手）

労
働
組
合

経
営
団
体
等

賃金

労働力
（商品）



賃金がもたらす関係性（２）

【使用者】雇い主・経営者などは
• 優秀な人材を求めたいと考える。しかし、労働条
件が悪いと集まらないこともあり賃金は重要な要
素となる。

• その一方で、会社経営に与える影響が大きい労務
費・人件費を抑制する性質が働く。

【労働者】社員・組合員などは
• 労働の対価を高く評価してもらい、それに見合う
労働条件（賃金）を求める性質が働く。



賃金のあれこれ！

基準内賃金（基礎賃金）⇒賃金ベース

比較的固定的要素が高いとされている

代表的なものが「年齢賃金」などであり月々確実
に支払われるものである。
また、特別手当（ボーナス）などの算定基礎額と
されることが多い。



賃金のあれこれ！

基準外賃金

比較的変動要素が高いとされている

代表的なものとして時間外労働手当など勤務実態
に基づき支払われる。



賃金のあれこれ！
年功要素がある賃金

年齢賃金のように一定の年齢（就労年数）とともに引き
上がっていく（低下することがない）賃金である。

評価等に基づく賃金

販売成績や勤務評定を基に算定される賃金であり評価の
納得性や公平性などの課題が多いとされる賃金である。



賃金のあれこれ！
年俸制賃金
年間契約に基づき支払われる賃金である。
経営者側（社長・専務など）やプロスポーツ選手（主に
団体競技）に多いとされる。

歩合制賃金
基礎賃金の設定以外は成果に応じた手当が累積されて支
払われる賃金である。

みなし賃金
あらかじめ想定される成果で固定される賃金であり、結
果・成果の良し悪しにかかわらず一定額が支払われる。



賃金はどの様に決まるのか？
労働者（労働組合）は、安心して働くために使用者
側と賃金について一定の取り決めが必要となる。

国が定める法律 労使とも最低の遵守義務

会社が定める
就労規則

労使の合意に
基づく約束ごと

労働者に課せられる規則

労使が何よりも勝り
遵守義務を要す

労働基準法

就業規則

労働協約
条
件
が

上
回
る

条
件
が

上
回
る



定期昇給について

 使用者側と労働組合が労働協約などで取り決めら
れた、一定期間（主に年間）ごとに一定額の賃金が
積み上がることを定期昇給と言う。

主な賃金としては、
年齢賃金や格付け別賃金（資格・等級賃金）である。

これらは、基準内賃金であることが多い。



主な賃金（手当）の種類

比較的固定的な賃金
①年齢賃金 ②格付け別賃金（資格・等級賃金）
③扶養手当 ④通勤費

比較的変動的な賃金
①時間外労働手当 ②呼び出し手当
③休日手当 ④特別手当（ボーナス）

その他 ⇒ 退職手当（退職金）

企業など雇用組織ごとに区々であるが一例として以下に示す。



賃金に求められるものとは？

生活していくための糧
生活の安心・安定に結びつくことが重要である。

変動要素が少なく、固定的な賃金が安心につながる。

労働者が賃金に納得性を持ちつつ、チャレンジ意欲
の維持・向上につながることが重要である。



同一労働・同一賃金について
 「同一労働同一賃金」とは、正社員であるか、パートタイム労働者・有期雇用
労働者・派遣労働者であるかにかかわらず、企業・団体内で同一の仕事をしてい
れば、同一の賃金を支給するという考え方で、不合理な待遇差の解消を図るもの
である。

 パートタイマーや契約社員であっても、時間外労働や現場の取りまとめなど正
社員と同じような勤務や仕事を任されるのは今や珍しいことではないが、一方で
問題が生じている。例えば、業務内容や責任範囲が正社員と同じなのに、正規雇
用でないことを理由に手当がもらえなかったり、何年経っても昇給がなかったり
することも、その一つである。

 こうした背景から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関
する法律（パートタイム・有期雇用労働法）」が、2020年４月1日から施行され
ることになった。



２．賃金の引き上げ

賃金引上げの必要性
日本の労働組合は、欧米の様な産業別組合ではなく、企業

内組合であることが特徴となる。個々の労働組合は、企業と
の間で団体交渉を行ない、労働条件の改善を図っていくこと
となる。その中で、労働者が安心して生活し働き続けられる
ためには、賃金の引き上げが重要な課題となる。
ただし、企業内で解決できないさまざまな課題もある。そ

こで、個々の労働組合が集まってナショナルセンターをつく
り、企業内では解決し難い勤労者・生活者の課題を解決しよ
うと努めることとなる（日本では「日本労働組合総連合会」、
いわゆる連合に約６８６万の働く人が集まっている）。



賃金引上げの方法など

①個別交渉（年俸制など）

②団体交渉（個社ごとの賃金制度の改善）
労働組合は法的に団体交渉権を有する。

③交渉の時期
a.春季生活闘争（春闘）
b.秋年末闘争
c.その他年間と通しての随時交渉



春闘について
①なぜ「春闘」なのか？
２月から３月にかけて、新聞やニュースで大きな話題に

なる「春闘」。実は世界でも独特の手法である。
日本の多くの企業は会計期間を４月１日から翌３月３１

日までとしていることから、労働組合は直前の２月から３
月頃にかけて、次の年度の賃上げや労働条件について、そ
ろって要求を出して交渉する。
これが、日本の労働組合にとって一年で一番大きな闘い

が春に行われる理由であり、連合ではこれを「春季生活闘
争」と呼んでいる。



春闘について

②産業別に交渉する理由

春闘はあくまで企業と当該の労働組合との間で行わる
（労使自治の原則）のが一般的である。さらに労働組合の
交渉力を高めるために、連合や同じ業種の労働組合（産業
別労働組合）が結集し、その方針や日程のもとで、足並み
をそろえた交渉を行っている。交渉期間中のみならず、方
針や要求の策定段階から組合間の情報交換を行い、一企業
のみならず、働く者全体、そして産業界全体で賃金や労働
条件の底上げをはかるよう工夫している。



春闘について

③春闘も変化する？

春闘の誕生から６０年以上が経過し、社会情勢の変化に
伴って、春闘で力を入れるべきポイントも年々変化してき
ている。
連合は中小企業で働く人々、非正規雇用で働く人々、労

働組合のない職場で働く人々の処遇改善を通じて、格差是
正とデフレからの脱却を実現するため、従来の「大手追
従・大手準拠」からの転換に挑戦してきた。



春闘について

④春闘における連合の役割

春闘の交渉の主役は企業ごとの労働組合や産業別労
働組合であるが、連合は日本経済全体や労働者の置か
れた状況全体を俯瞰し方針を策定し産業別組織間の調
整をするなど、春闘全体の成果を最大化しつつ社会全
体に労働条件の底上げを波及させるために努力してい
る。



春闘について
⑤春闘における要求につて

労働組合は組織において決定された方針に基づき、対
峙する使用者に対して各種要求をする。

【要求内容の一例】

賃金等 時間賃金
月例賃金 各種手当 特別手当（ボーナス）

福利厚生等 各種休暇（有給化含む） 健康増進施策等



春闘について
⑥賃金の引き上げ要求につて

賃金要求において重要となるのは固定的かつ安定的に支払わ
れる賃金を引き上げること、または、基準内賃金（基礎・ベー
ス賃金）を引き上げることである。

なぜ？

賃金ベースを引き上げること（ベースアップ＝ベア）は、各種
手当の算定基礎額に影響するとともに将来にわたり固定的に収入
が確保でき得るからである。



２０２１春闘結果について

 ２０２１春闘は、連合がコロナ禍にあっても誰も
が安心・安全に働くことのできる環境整備と分配構
造の転換につながり得る賃金引き上げに取り組み、
「感染症対策と経済の自律的成長」の両立と「社会
の持続性」の実現をめざすとした方針を掲げ闘った。

 その結果、全国平均賃金方式で５，１８０円
（1.78％）≪山形：３，６９１円１．４５％≫を引
き出した。



３．最低賃金制度について

全労働者の賃金の引き上げにつなげる
最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない

賃金の下限額である。金額は都道府県ごとに異なり、最低賃
金審議委員会による審議を経て毎年改定される。
連合は、少なくとも生活できる水準まで最低賃金を引き上

げることをめざしている。具体的には、公益委員・労働者側
委員・使用者側委員が参加する最低賃金審議委員会に労働者
側代表として参加しており、毎年の金額引き上げに注力して
いる。
最低賃金の引き上げを、単なる格差是正や貧困対策にとど

まらず、労働者全体の賃金の底上げにつなげていくことが重
要であり、経済の好循環を確立するためにも、連合は最低賃
金の大幅な引き上げが不可欠であると考えている。



今年の協議結果

２０２１年は、１０月１日以降全ての都道府県で新たな最
低賃金額が決定し、全国平均で９３０円（時間額）、前年度
９０２円から２８円上昇した。最高額は東京都の１，０４１
円、最低額は８２０円（２県）です。山形県は７９３円から
２９円上がり８２２円となっている。
このことからも大都市と地方圏の賃金格差は少し縮まって

いるが格差は大きい状況にある。
したがって、連合は、すべての労働者が１，０００円にな

ることをめざして取り組んでいる。





以上で説明を終わります。

ご覧いただき誠にありがとうございました。
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